
本展開研究は、年以降の、台湾と中国の貿易自由化の影響が、東アジアの都市シス
テム変容に与える影響を、中枢管理機能民間企業の本社・支所や行政機関の立地の観
点から明らかにすることを目的としている。また、行政制度が、都市システムに与える影
響について、フレームワークを導出する理論的研究も目的としている。
フレームワークは以下の図表に示される通り、行政が民間経済に関与する側面である。

行政は、以下の図表とおり、需要者・公的規制主体・産業政策立案者として民間経済に関
与する。

ただし、関与の度合いが、国別に異なり、日本、フランスのように、ABDGのいず
れの面においても、関与が非常に強い国もあれば、米国、英国のように関与が弱い国もあ
る。中国は、計画経済を基調とする経済システムであり、ABのいずれにおいて、関与す
る割合が極めて大きい。特に、Gである需要者、規制主体、産業政策立案者のいずれの側
面ももつ国営・国有・省営・省有企業とされる企業群の占める割合は、就業者数・企業数
・所有形態資本の公有のいずれの面をみても、依然として比率が高い。
この行政・政治制度が深く関わる中国において、台湾系企業は、外資系企業タックス

ヘブンを経由して、台湾が投資元とみられる企業を含むの中では、最も多くの参入が可
能となっている。参入を可能にしているのは、中国政府・地方政府が、ABのいずれの面
においても、台湾企業に対して、参入障壁を弱めていることが要因である。一国二制度を
大義名分として、台湾を準自国籍企業として扱わざるを得ない中国政府は、公共調達にお
いても台湾企業を優遇する。また、公的規制においても、基幹産業情報通信などの台
湾企業の参入を、他の諸外国に比べて緩やかにしている。産業政策においても、情報通信
産業の加工組立工場の中国大陸の立地において、台湾系企業を優遇税減免、土地貸借許
可、労働調達などして立地させている。特に、年以降の、台湾と中国の貿易自由化
の進展にともない、多くの台湾系企業が、さらに中国大陸に参入する事態が、中国側の行
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政制度として生み出されている。
このことが、東アジアの都市システムに与える影響をみると、年以前は、台湾系企

業は、多くの分野で、香港、日本、マカオなど迂回地を経由して、中国大陸に進出する必
要があったのが、年以降は、その必要性が、Aの影響により大幅に低下した。そ
の点で、東アジアの都市システムにおいて、中国大陸と台湾との迂回地として、中華系企
業の本社・支社などの一大集積地となってきた香港の中心性が、低下する帰結を生み出し
ている。
今後は、香港の中心性の低下を示す指標香港におけるグローバル企業の本社・支所立

地の変動、香港空港の航空流動に占める中国香港台湾間の比率の低下を、年以
降の時期において、厳密に検証することが、研究課題として要される。
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